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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月21日(2014.11.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、
　通常状態と、通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態とを含む複数種類の状態で
の遊技の実行を制御するとともに、前記有利状態に制御可能となる有利量が前記有利状態
の終了条件として設定され、有利量を消費して前記終了条件を満たすことにより前記有利
状態を終了させる状態制御手段と、
　前記有利状態への移行条件のうち少なくとも１つを満たしてから前記有利状態に制御す
るまでの間に、特定条件を満たしたことにより前記有利量を増加可能であって、前記有利
量を増加させることで設定された前記有利状態の終了条件を変更する終了条件変更手段と
、
　前記複数種類の状態のうち制御されている状態に応じた演出を実行可能な演出実行手段
とを備える、スロットマシン。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、たとえば、スロットマシンに関する。詳しくは、各々が識別可能な複数種類
の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、前記可変表示部を変動表示した後、前記
可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発
生可能なスロットマシンに関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】削除
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【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－２７１８６４号公報
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この発明の目的は、期待感を抱かせることができるスロットマシンを提供することであ
る。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部を備え、
　前記可変表示部を変動表示した後、前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結
果を導出し、該表示結果に応じて入賞が発生可能なスロットマシンにおいて、
　通常状態と、通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態とを含む複数種類の状態で
の遊技の実行を制御するとともに、前記有利状態に制御可能となる有利量が前記有利状態
の終了条件として設定され、有利量を消費して前記終了条件を満たすことにより前記有利
状態を終了させる状態制御手段と、
　前記有利状態への移行条件のうち少なくとも１つを満たしてから前記有利状態に制御す
るまでの間に、特定条件を満たしたことにより前記有利量を増加可能であって、前記有利
量を増加させることで設定された前記有利状態の終了条件を変更する終了条件変更手段と
、
　前記複数種類の状態のうち制御されている状態に応じた演出を実行可能な演出実行手段
とを備える。
　なお、以下の構成を備えるものであってもよい。
　（１）　１ゲームに対して賭数を設定することによりゲームが開始可能となるとともに
、表示状態を変化させることが可能な可変表示装置に表示結果が導出されることにより１
ゲームが終了し、該可変表示装置の表示結果に応じて入賞が発生可能とされたスロットマ
シン（スロットマシン１）であって、
　前記可変表示装置に表示結果が導出される前に、複数種類の入賞について発生を許容す
るか否かを決定する事前決定手段（内部抽選処理）と、
　前記可変表示装置に表示結果を導出させるための操作を受付ける導出操作受付手段（ス
トップスイッチ８Ｌ～８Ｒ）と、
　前記事前決定手段の決定結果および前記導出操作受付手段が受付けた操作に応じて、前
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記可変表示装置に表示結果を導出させる制御を行なう導出制御手段（リール回転処理）と
、
　所定の通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態に制御する有利状態制御手段（準
備モードにおいて特殊出目が停止したときにＲＴに制御するための処理）と、
　前記有利状態において前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特定結果のいずれかと
なったこと（リプレイ＋転落リプレイ当選時、リプレイ＋転落リプレイ＋ＢＡＲリプレイ
当選時）を条件として、当該特定結果の種類に関わらず前記導出制御手段により導出され
得る終了表示結果（転落リプレイ）が導出されたときに、前記通常状態に制御する通常状
態制御手段（転落リプレイが入賞したときに通常遊技状態に制御するための処理）と、
　所定の付与条件（ポイント付与条件）が成立したときにポイントを付与するポイント付
与手段（図２２のＳ１、Ｓ２、Ｓ１０参照）と、
　付与されたポイントを特定するためのポイント特定用情報（付与ポイント総数）を記憶
するための記憶手段（ＲＡＭ９１ｃ）と、
　遊技の進行における所定の契機（第１ＡＴ抽選の抽選条件成立）で前記ポイント特定用
情報から特定されるポイントの量（付与ポイント総数）に応じて、所定の情報（ナビ演出
）を報知する報知期間（ＡＴ）に制御される割合および前記報知期間に制御される長さに
対する期待値のうち少なくとも一方が異なるように報知条件（図２０および図２１に示す
当選率参照）を設定し、該報知条件にしたがって前記報知期間に制御する報知期間制御手
段（サブ制御部９１により実行される第１ＡＴ抽選処理、ＡＴ管理処理）と、
　情報を報知する報知手段（サブ制御部９１により実行されるナビ演出実行処理）とを備
え、
　前記導出制御手段は、
　　前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のいずれかとなったときであ
って、当該特定結果の種類に対応する終了手順で前記導出操作受付手段により操作が受付
けられたときには、前記終了表示結果を導出させる制御を行ない、当該特定結果の種類に
対応する前記終了手順と異なる回避手順で前記導出操作受付手段により操作が受付けられ
たときには、前記終了表示結果と異なる表示結果を導出させる制御を行ない（図１８（ａ
）参照）、
　　前記事前決定手段の決定結果が複数種類の特殊結果のいずれかとなったとき（９枚役
（１）～９枚役（９）のいずれかに当選時）であって、当該特殊結果の種類に対応する有
利手順で前記導出操作受付手段により操作が受付けられたときには、当該特殊結果の種類
に対応する前記有利手順と異なる手順で前記導出操作受付手段により操作が受付けられた
ときに導出させる表示結果よりも遊技者にとって有利な有利表示結果を導出させる制御を
行ない（９枚役（１）～９枚役（９）のいずれかに当選時のリール制御参照）、
　前記報知手段は、
　　前記有利状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特定結果のいず
れかとなったときには、前記報知期間であることを条件として、当該特定結果の種類に対
応する特定結果時情報（転落リプレイ当選時において、同時当選しているリプレイの種類
に応じたナビ演出）を報知し、
　　前記有利状態において前記事前決定手段の決定結果が前記複数種類の特殊結果のいず
れかとなったときには、前記報知期間であるか否かに関わらず所定の割合にしたがって、
当該特殊結果の種類に対応する特殊結果時情報を報知する（図３１、図３２参照）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　より具体的に、たとえば、所定の遊技状態において、特殊結果の種類に対応する有利手
順と異なる手順で操作が受付けられたときに遊技状態の移行を伴なわない非有利表示結果
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を導出させる制御を行ない、特殊結果の種類に対応する有利手順で操作が受付けられたと
きに、当該所定の遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態（たとえば、ＲＴなど）
への移行を伴なう有利表示結果を導出させる制御を行なうものであってもよい（変形例（
Ｏ－２）参照）。なお、この場合には、非有利表示結果が導出されたときに遊技者が獲得
する遊技価値と、有利表示結果が導出されたときに遊技者が獲得する遊技価値との大小は
問わない。これにより、事前決定手段の決定結果が複数種類の特殊結果のいずれかとなっ
たゲームにおける有利度合いは別にして、有利手順で操作されたときの方が、有利手順と
異なる手順で操作されたときよりも、当該ゲーム以降のゲームにおいて、有利な遊技状態
に制御される点で、遊技者にとって有利度合いが高くなるといえる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　また、たとえば、所定の遊技状態において、特殊結果の種類に対応する有利手順と異な
る手順で操作が受付けられたときに所定の遊技状態よりも遊技者にとって不利な遊技状態
（たとえば不利ＲＴなど）への移行を伴なう非有利表示結果を導出させる制御を行ない、
特殊結果の種類に対応する有利手順で操作が受付けられたときに遊技状態の移行を伴なわ
ない有利表示結果を導出させる制御を行なうものであってもよい（変形例（Ｏ－２）参照
）。なお、この場合においても、非有利表示結果が導出されたときに遊技者が獲得する遊
技価値と、有利表示結果が導出されたときに遊技者が獲得する遊技価値との大小は問わな
い。これにより、事前決定手段の決定結果が複数種類の特殊結果のいずれかとなったゲー
ムにおける有利度合いは別にして、有利手順で操作されたときの方が、有利手順と異なる
手順で操作されたときよりも、当該ゲーム以降のゲームにおいて不利な遊技状態へ制御さ
れない点で、遊技者にとって有利度合いが高くなるといえる。
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